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点検報告書は、継続申請する場合に必ず必要となりますので提出して

ください。掲出している広告物ごとに提出してください。 

正・副（各１部）の提出をお願いします。 

日付は必ず記入してくださ

い。郵送の場合は、発送する

日などをご記入ください。 

壁面突出広告物、壁面

利用広告物、広告塔

等、広告物の種類名を

記入してください。 

点検した日付を

必ず記入してく

ださい。 

点検者の該当する資格等を〇で囲

んでください。 

また、点検者の資格証の写しを必

ず添付してください。 

なお、資格者が必要な場合等に関

しては、「（別紙）資格者による点検

について」を参照してください。 

当初の設置年月を

記入してください。

なお、不明の場合

は、当初の許可年月

を記入してくださ

い。両方とも不明の

場合は、（ 年経過）

の右側に「不明」と

記載してください。 

報告者は第１号様式

の申請者となります。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点検結果により、

C 又は D の場合

は、内容を記載し

てください。 

点検報告書の裏面になります。 

点検結果を記載してください。 



（別紙）資格者による点検について 

以下の広告物を掲出されるときは、１～６の資格者による点検が必要とな

ります。資格を持っていない場合には、広告業者に点検を委託する等の対応

をお願いします。 

屋外広告物講習会は全国で開催されており、どこでも受講可能です。神奈

川県内では、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市が持ち回り

で年に一度開催します。 

 

①壁面利用広告物（建築物の壁面に直接表示（ペイント）するものを除く） 

②広告塔・広告板 

③屋上広告物 

④壁面突出広告物（袖看板） 

⑤固定された広告幕 

 
 
 
 


